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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

A.当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化、コンプライアンスの徹底、経営の透明性確保が重要であるとの認識に立ち、「迅速な意思決定に
よるスピード経営の実現」と「責任体制の明確化」を基本方針としています。これらを実現するために、経営上の組織体制を整備し、必要な施策を
実施していくことを、最も重要な課題の一つと位置づけています。

B.コーポレート・ガバナンスに関する具体的な施策の実施状況

当社は監査役設置会社です。また、当社では、取締役会、監査役会に加え、迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制を導入して
います。

　取締役会は、社外取締役3名を含む取締役15名で構成され、原則として毎月1回及び必要に応じて随時開催しており、経営上の重要な事項の決
定、業務執行の監督を行っています。取締役の任期は1年とし、取締役の各事業年度の経営に対する責任の明確化を図っています。

　監査役会は、社外監査役3名を含む監査役5名で構成され、原則として3カ月に１回及び必要に応じて随時開催しています。

　監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、経営全般並びに個別案件に関して客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性や内
部統制の状況を調査することなどによって、取締役の職務の執行を監査しています。さらに、重要な書類などの閲覧、主要な事業所への往査、子
会社の調査を通じた監査を行い、これらの結果を監査役会及び取締役会に報告しており、業務執行部門の職務の執行を監査しています。

　執行役員会は、取締役兼務者11名を含む執行役員30名で構成され、原則として毎月１回及び必要に応じて随時開催しており、取締役会での決
定事項の伝達・指示を行うと同時に、業務執行状況の報告、重要事項の協議を行っています。執行役員の任期は、取締役と同様に１年です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を、すべて実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

　当社は、取引先との関係を強化し取引の円滑化を図り、営業取引の拡大に繋げることを目的として、主として取引先からの保有要請に基づき、
取引先の株式を取得し保有することがあります。

　保有した株式は、取引の現況と今後の見通しに鑑み、保有継続の合理性について毎年取締役会にて検証しております。取引状況の変化により
保有意義が薄れた銘柄については、資金の状況や株式市場の動向を踏まえて、保有数量の全部または一部を適宜売却いたします。

　また、当社は政策保有株式の議決権行使につきまして、当社の保有目的との整合性、株主価値向上等の観点から、議案毎に賛否を判断して議
決権を行使いたします。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引及び利益相反取引について、取締役会において承認を受けることとしております。また、取
締役、執行役員及び監査役における当社並びに連結子会社との取引については、毎年、調査を行うとともに、「関連当事者の開示に関する会計
基準」等の法令に基づき、有価証券報告書にて適正に開示しております。現在、該当する取引はありません。

【原則３－１　情報開示の充実】

Ａ．当社は、企業理念、行動憲章についてホームページにて開示しております。また経営計画については、ホームページ、報告書及びＣＳＲ報告書
等にて開示しております。

　当社ホームページのＵＲＬは下記の通りです。

　http://www.nittsu.co.jp/

Ｂ．当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方について、ホームページ及び有価証券報告書、ＣＳＲ報告書、アニュアルレポート等
にて開示しております。

　「コーポレートガバナンス」のホームページのURLは下記の通りです。

　http://www.nittsu.co.jp/ir/governance/index.html

Ｃ．当社は、役員報酬等について規程を定めており、職責、経営執行状況等に基づき、取締役の報酬額については取締役会で、監査役の報酬額
については監査役の協議により決定しております。その決定にあたっては、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする任
意の報酬・指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえております。また、その具体的金額については、2006年6月29日開催の第100回定時株主
総会において決議した金額の範囲内において、会社業績、他社水準及び従業員給与等を考慮し、決定しております。

　なお、2016年9月から取締役及び執行役員（但し社外取締役、非常勤取締役及び国外居住者は除く）に対し、当社の中長期的な企業価値と株主
価値の向上に対する貢献意識の一層の向上を図ることを目的とし、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。当制度について
は、従来の基本報酬の一部を原資としており、制度対象者の役位や全社業績の目標達成度等に応じて変動する数の当社株式を報酬として交付
する制度で、評価対象期間は３事業年度になっております。株式の交付とともに、所得税等の納税に用いるため、交付する株式の一部を信託内で



換価の上、金銭で給付いたします。交付する当社株式数については、計算方法や交付時期等のルールについて定めた株式交付規程に基づき決
定しております。

Ｄ．当社取締役会は、取締役の選任にあたり、人格・識見、企業経営の経験、法律・会計等の専門性、学識経験など多様なスキルの人材を選任し
ております。その選任にあたっては、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする任意の報酬・指名諮問委員会を設置し、
その答申を踏まえております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっても、報酬・指名諮問委員会の答申を踏まえ、会社法第2条
第15号及び第16号における社外取締役及び社外監査役の各要件を満たし、人格・識見とも優れ、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、
会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材であるという観点から選任しております。

Ｅ．当社は、取締役及び監査役候補者の経歴について、「定時株主総会招集ご通知」に記載し、ホームページにおいて開示しております。また、社
外取締役及び社外監査役の選任理由について、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて記載し、ホームページにおいて開示しておりま
す。

　「定時株主総会招集ご通知」のホームページのURLは、下記の通りです。　

　http://www.nittsu.co.jp/ir/event/general-meeting/

【補充原則４－１－１ 経営陣に対する委任の範囲】

　当社取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」に従い、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しております
が、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能の強化を目的として、個別の業務執行事項については、業務の執行を担う執行役員に委任しており
ます。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

　当社は、独立社外取締役を３名選任しております。３名ともに人格・識見ともに優れ、専門的な知識や豊富な経験を有し、一般株主との利益相反
のおそれがないことから、その独立性に問題はなく、独立役員として登録しております。独立した社外監査役３名を含めた現行のガバナンス体制
は、十分に経営の監督及び監視等の機能を果たしており、現時点において、社外取締役を増員する必要はないと考えております。ただし、今後当
社を取り巻く経営環境等に変化があった場合には、必要に応じて候補者の選任を検討してまいります。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、会社法の定める社外取締役の要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立性判断基準を策定しており、その基準
に基づき社外取締役及び社外監査役を選任しております。

【補充原則４－１１－１　取締役会全体の考え方と選任手続き】

　当社取締役会は、取締役の選任にあたり、人格・識見、企業経営の経験、法律・会計等の専門性、学識経験など多様なスキルを持つ人材を選
任しております。

【補充原則４－１１ －２　取締役・監査役の他社兼任】

　当社は、当社社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに
関する報告書等を通じ、毎年開示を行っております。また、業務執行取締役の兼職状況については、毎年、定期的に確認し、取締役会において承
認及び報告を実施しておりますが、現在、取締役の責務を果たす上で影響を及ぼす兼職はありません。なお、常勤監査役は他社の役員は兼任し
ておらず、業務に専念できる体制となっております。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性に関する分析・評価】

　当社取締役会は、各取締役の職務の執行状況報告に加え、取締役及び監査役に対して取締役会全体の実効性にかかるアンケート調査を実施
し、意見を集約しております。その内容を分析・評価した結果をもって、取締役会全体の実効性が確保されていることを確認しております。

【補充原則４－１４－２　トレーニングの方針】

　当社は、取締役・監査役に対して、当社の経営課題についての認識を深めることはもとより、財務、法令などに関する必要な知識の習得を行うこ
とを目的として、セミナーや交流会などの機会を適宜提供し、その費用については会社で負担しております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、経営企画部にＩＲ専任を配置しております。

　株主や投資家に対しては、決算説明会を四半期に１回開催するとともに、適宜、スモールミーティングや見学会を実施しております。

　また、米国・欧州・アジアにて投資家訪問を毎年実施し、社長または担当取締役が対応しております。これらの体制整備・取組みに関する方針
は、以下に記載の通りです。

Ａ．当社では、経営企画部門の担当取締役がＩＲを総括し、担当する専任者を配置しております。

Ｂ．株主との対話（面談）の対応は、経営企画部のＩＲ専任にて行っております。決算等の開示、説明において、経営企画部門、財務部門、総務部
門、広報部門等と各々の専門的見地に基づく意見交換を行い、連携し対応をしております。

Ｃ．投資家からの電話取材やスモールミーティング等のＩＲ取材を積極的に受け付けるとともに、アナリスト・機関投資家向けに四半期毎の決算説
明会を開催し、代表取締役又は財務担当取締役等が説明を行っております。

Ｄ．対話において把握した株主の意見等は、必要に応じて、レポートの配布などにより、取締役・執行役員へフィードバックし、情報の共有・活用を
図っております。

Ｅ．当社では、インサイダー取引防止規程を制定・運用しており、重要な内部情報についての管理を徹底しております。決算発表日前の期間につ
いては、投資家との対話・取材を制限しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 82,425,000 8.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 73,347,000 7.34

朝日生命保険相互会社 56,019,672 5.61

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 50,967,522 5.10

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　みずほ銀行口

再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社
41,500,000 4.15

日通株式貯蓄会 35,179,068 3.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 17,823,000 1.78

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 14,921,380 1.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 14,214,000 1.42

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　－　ＴＲＥＡＴＹ　５０５２３４ 12,565,136 1.25

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

「大株主の状況」については、2017年3月31日現在の状況を記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 陸運業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

特記すべき事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

杉山　雅洋 学者

中山　慈夫 弁護士

安岡　定子 その他 ▲

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

杉山　雅洋 ○ ―――

　杉山雅洋氏は、人格、識見とも優れ、また、大
学教授として長年にわたり交通・運輸関係を研
究するなど、豊富な経験を有しており、社外取
締役として適した人材であります。なお、同氏
は、東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じるおそれがあるとされるいずれの事
項にも該当しておりません。

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。



中山　慈夫 ○ ―――

　中山慈夫氏は、人格、識見とも優れ、また、弁
護士として長年培われた法律知識及び豊富な
実務経験を有しており、社外取締役として適し
た人材であります。なお、同氏は、東京証券取
引所が定める一般株主と利益相反の生じるお
それがあるとされるいずれの事項にも該当して
おりません。

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。

安岡　定子 ○ ―――

　安岡定子氏は、人格、識見ともに優れ、また、
論語の研究をはじめとして、幅広い年代の方々
への教育活動を行い、深い教養と豊富な経験
を有しており、社外取締役として適した人材で
あります。なお、同氏の父親は過去に当社の業
務執行者を務めておりましたが、退職から21年
が経過しており、当社の意思決定に対して影響
を与えうる特別な関係はありません。

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。

指名委員会又は報酬委員会に相当する

任意の委員会の有無
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

報酬・指名諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬・指名諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

役員の報酬・指名などの重要な事項に関して独立社外取締役の意見を得るため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする、公
正かつ透明性の高い、任意の報酬・指名諮問委員会を設置しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人との間で定期的に、及び必要に応じて随時会合を開催しています。

また、監査役と監査部との間で会合を開催しています。その他監査報告書の閲覧、監査役監査時の連携、監査部の監査への立会いを行います。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

神吉　正 他の会社の出身者 △

野尻　俊明 他の会社の出身者 △ ○

青木　良夫 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

神吉　正 ○

　神吉正氏は、過去に当社の主要取引行
の一つである株式会社みずほ銀行の親
会社である株式会社みずほフィナンシャ
ルグループならびに同グループ各社（株
式会社みずほコーポレート銀行（現 株式

会社みずほ銀行）、みずほ信託銀行株式
会社、みずほ証券株式会社、みずほ総合
研究所株式会社）の業務執行者を務めて
おりました。

　神吉正氏は、人格、識見ともに優れ、また、他
社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識
を有するなど、会社業務の全般に渡って経営を
監視する立場に適した人材であります。同氏は
過去に当社の主要取引行の一つである株式会
社みずほ銀行の親会社である株式会社みずほ
フィナンシャルグループならびに同グループ各
社（株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式

会社みずほ銀行）、みずほ信託銀行株式会
社、みずほ証券株式会社、みずほ総合研究所
株式会社）の業務執行者を務めておりました
が、株式会社みずほ銀行からの借入額は、平
成29年３月期において、55,957百万円で、当社
グループ全体の借入額の２割程度であり、当
社は他の複数の銀行とも取引があるため、そ
の依存度は高くないと認識しております。

　当社は、株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀
行株式会社、みすほ証券株式会社、みずほ総
合研究所株式会社と営業上の取引があります
が、その取引額は平成29年３月期において、そ
れぞれ売上高全体の１％未満であり、その影
響度は希薄であると認識しております。

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として、指定するものです。



野尻　俊明 ○

　野尻俊明氏は、当社が寄付を行った学
校法人日通学園の業務執行者を務めて
おります。また、過去に当社子会社である
株式会社日通総合研究所の業務執行者
（研究員）を務めておりました。

　野尻俊明氏は、人格、識見とも優れ、また、独
占禁止法や運輸事業政策の研究を専門とし、
特に物流に関する政策に精通していることか
ら、学識経験者として官公庁や業界団体をはじ
めとする数多くの公職を経験されており、会社
業務の全般にわたって経営を監視する立場に
適した人材であります。同氏は、昭和54年4月
から平成元年3月まで、当社子会社である株式
会社日通総合研究所に研究員として勤務して
おりましたが、在籍期間は10年であり、退職か
ら28年が経過しております。また同氏は、流通
経済大学の学長を務めており、平成28年6月1
日より流通経済大学を運営する学校法人日通
学園の理事長に就任しております。

　当社は、平成28年3月期に学校法人日通学
園が運営する流通経済大学の50周年記念事
業に対し、人材育成支援を通じた社会貢献の
一環として同学園へ寄付を行っておりますが、
当該寄付は、記念事業に対してのみ行ったも
のであり、その額は当社連結売上高の0.01％
未満であり、同学園の組織運営に対する影響
はなく、当社に対し十分な独立性を有している
と考えております。

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。

青木　良夫 ○ 該当なし

　青木良夫氏は、人格、識見とも優れ、また、公
認会計士として豊富な経験と財務・会計に関す
る専門的な知見を有しており、会社業務の全般
にわたって経営を監視する立場に適した人材
であります。なお、同氏は、東京証券取引所が
定める一般株主と利益相反の生じるおそれが
あるとされるいずれの事項にも該当しておりま
せん。

　以上のことから、一般株主との利益相反のお
それがなく、その独立性に問題はないと認識
し、独立役員として指定するものです。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外取締役及び社外監査役を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役報酬の一部に株式取得報酬を導入しています。また、2017年3月期より、業績連動型株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

第111期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）

取締役および監査役に支払った報酬

取締役：17名 599百万円（うち社外取締役3名 34百万円）

監査役：7名 99百万円（うち社外監査役5名 51百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、役員報酬等について規程を定め、職責、経営執行状況等に基づき、取締役の報酬額については取締役会で、監査役の報酬額につい

ては監査役の協議により決定しています。その決定にあたっては、取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役とする任意の報
酬・指名諮問委員会を設置し、その答申を踏まえております。

　また、その具体的金額については、2006年6月29日開催の第100回定時株主総会において決議いただいた金額（取締役の報酬額は、月額5,500

万円以内（使用人兼務取締役の使用人分の給与を除く。）、監査役の報酬額は、月額1,000万円以内）の範囲内において、会社業績、他社水準及

び従業員給与等を考慮し、決定しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役へは取締役会事務局である総務・労働部をはじめ、議案内容に応じてその所管部署が適宜当社の状況について説明しています。

社外監査役を含む監査役の職務の補助について、内部監査部門である本社監査部が業務上必要な連絡を行い、必要な情報を都度提供していま
す。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・業務執行の意思決定においては、社外取締役３名及び社外監査役３名を含む監査役５名が出席する取締役会のほか、社外監査役１名を含む
常勤監査役３名が出席する経営会議及び執行役員会、本社部長・事業部長の出席する部長会による審議を通して、透明性、適法性を確保してい
ます。

・業務の執行は取締役会にて選任し、担当職務を委嘱した執行役員が行い、取締役会がこれを監督しています。

・内部監査については、本社に監査部を設置し、各支店にも監査担当者を配置し、監査計画に基づいて臨店監査及び書面監査等の内部監査を
実施し、適宜、社長への報告を行っています。

・監査役監査は、監査部及び各支店の監査担当者と連携しながら、主要な事業所への往査、子会社の調査を通じた監査を行っています。

・会計監査人は、新日本有限責任監査法人を選任しています。同監査法人は、独立の第三者の立場から監査を実施しており、当社の内部監査部
門及び監査役会との連携を図りながら、年間会計監査計画に基づき、当社及び連結子会社等の監査を行っています。

・内部監査、監査役監査及び会計監査を独立的かつ相互補完的に遂行することによって、客観性を維持した監査体制を構築しています。

・なお、2017年3月期に、同監査法人において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

＜監査業務を執行した公認会計士の氏名＞

指定有限責任社員 業務執行社員：　石川 純夫、大下内 徹、小川　伊智郎

※ 継続監査年数については、全員7 年以内であるため、記載を省略しています。

監査業務に係る補助者の構成：公認会計士23名、その他40名

・社外取締役　杉山　雅洋氏、社外取締役　中山　慈夫氏、社外取締役　安岡　定子氏、社外監査役　神吉　正氏、社外監査役　野尻　俊明氏及
び社外監査役　青木　良夫氏と当社は、定款に基づき、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結しております。当
該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額となります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、15名の取締役のうち、３名を社外取締役とすることにより、経営上の重要な事項の決定に際し、社外有識者の知見を取り入れるととも
に、取締役会の業務執行の監督機能の強化を図っています。また、社外監査役３名を含む監査役による監査を実施しています。このような体制と
することにより、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保されているものと判断しています。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の21日前に発送しています。

電磁的方法による議決権の行使
議決権行使サイトにおけるインターネット・スマートフォン・携帯電話による議決権行使を
導入しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム（いわゆる東証プラットフォーム）を導入
しています。

招集通知（要約）の英文での提供
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に資するため、招集通知の英語版を作成し
ています。

その他 当社ホームページにおいて招集通知を日本語版・英語版ともに掲載しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

2016年10月31日、第2四半期決算説明会において代表取締役社長が説明、質
疑対応。

2017年5月9日、決算説明会において代表取締役社長が説明、質疑対応。
あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
2016年7月6日～8日（米国）、2016年11月17日～11月18日（英国）に、代表取
締役社長が海外投資家を訪問。

あり

IR資料のホームページ掲載

アニュアルレポート、ファクトブック、決算短信、決算説明会資料、有価証券報
告書、中期経営計画、報告書、IR カレンダー、ＣＳＲ報告書、月次売上高情報

等を掲載しています。

http://www.nittsu.co.jp/ir/index.html

http://www.nipponexpress.com/ir/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部にIR 担当を設置しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

企業理念・企業行動憲章・コンプライアンス規程において各ステークホルダーの尊重につ
いて規定しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

トラック中心の貨物輸送から鉄道・船舶を多用する輸送形態へと切り替える「モーダルシフ
ト」へ取り組むとともに、トラックについては環境配慮車両を積極的に導入します。

また、梱包資材の省資源化を図り、倉庫や事務所においても省エネルギーの取組みを推
進しています。

日本通運グループのＣＳＲに関する考え方や取組みについて、ステークホルダーの皆様に
分りやすく報告するために「日本通運グループＣＳＲ報告書」を発行しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

Ａ．内部統制システムについて

　取締役及び従業員が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを順守した行動をとるための規範として、「日本通運グループ行動憲
章」を規定し、当社が企業活動を行っていく上で果たすべき役割と責任を明確にしています。

　この行動憲章を具体化して、全従業員が法令を順守して倫理性を確保するための行動指針として、「コンプライアンス規程」を制定しています。具
体的な活動としては、本社に社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置して、全社的なコンプライアンスの推進を図ると同時に、本社及
び各支店にコンプライアンス責任者及びコンプライアンス推進者を配置し、従業員のコンプライアンスの徹底を図っています。

　さらに、従業員の法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止、若しくは早期に発見して是正するために、内部通報
制度「ニッツウ・スピークアップ」を導入し、運用しています。

　また、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定し、有効な内部統制体制の構築、経営の透明性と効率性の向上に努めています。

Ｂ．リスク管理体制について

　企業経営に重要な影響を及ぼすリスクを低減させるとともに、非常事態が万一発生した場合に、これに迅速かつ的確な対応ができる危機管理体
制の確立を目的として、「危機管理規程」を制定しています。また、本社に「危機管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備に努めています。

Ｃ．内部監査体制について

　本社に監査部を設置し、各支店にも監査担当者を配置しています。内部監査部門は、「監査規程」に従い、従業員の職務の執行が法令及び定
款等に基づいて適正に行われているか、臨店監査及び書面監査等の内部監査を実施し、適宜、社長へ報告しています。また、内部監査部門は、
経営上発生する損失の危険を防止するために、「監査規程」に従って指導、助言、勧告を行っています。

監査役監査及び会計監査に係る体制につきましては、「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン
ス体制の状況」の記述をご参照ください。

Ｄ．当社及びグループ会社の業務の適正を確保するための体制について

　当社及び日本通運グループにおける「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並び
に当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制（いわゆる、内部統
制システム）の整備」について、次のとおり基本方針を定めております。

（１）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　ａ．取締役が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるための規範として、「日本通運グループ行動憲章」を定
める。

　ｂ．取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い招集し、決議を行う。

　ｃ．代表取締役をはじめ各取締役は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い、職務の執行状況ほか重要な事項につい
て、取締役会に報告する。

　ｄ．監査役は、取締役の職務の執行が、法令及び定款等に基づき適正に行われているかについて、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」の
定めるところに従い監査を行う。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　・取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、「文書規程」の定めるところに従い、適正に保存及び廃棄等の管理を行うととも
に、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　ａ．企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止、及び、万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確
立のため、「危機管理規程」を定めるとともに、本社に「危機管理委員会」を設置する。

　ｂ．内部監査部門は、経営上発生する損失の危険を防止するため、「監査規程」の定めるところに従い、指導、助言、勧告を行う。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　ａ．取締役会は、「取締役会規程」及び「取締役会付議基準」の定めるところに従い開催し、決議を行う。

　ｂ．会社の業務の執行は、取締役会で決議した事項に基づき、取締役会にて選任し担当職務を委嘱した「執行役員」が行い、取締役会がこれを
監督する。

（５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　ａ．従業員が、法令及び定款その他の社内規則及び社会通念などを遵守した行動をとるための規範として、「日本通運グループ行動憲章」及び
「コンプライアンス規程」を定める。

　ｂ．従業員のコンプライアンスを徹底するために、本社に「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、本社及び各支店にコンプライアンス責任
者とコンプライアンス推進者を配置する。

　ｃ．従業員の法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止もしくは、早期に発見して是正するために、内部通報制度
「ニッツウ・スピークアップ」を定める。

　ｄ．内部監査部門は、従業員の職務の執行が、法令、定款等に基づき適正に行われているかについて、「監査規程」の定めるところに従い監査を
行う。

（６）当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制　　　　　　　　　　

　ａ．グループ会社の取締役は、当社の定める規程等に従い、会社経営に係る重要な事項について、管理業務を担当する当社の部署に対し報告
を行う。

　ｂ．グループ会社に係る様々なリスクに対処するため、各グループ会社は管理業務を担当する当社の部署と連携を図り、リスク管理を行う。

　ｃ．グループ会社は、取締役会の責任と役割を明確にした「取締役会規程」を備え、規程のとおり執行する。

　ｄ．グループ会社の業務の遂行にあたっては、「日本通運グループ行動憲章」及び「日通グループコンプライアンス規程」の定めるところに従い、
法令及び社会道徳・社会倫理等の社会的規範並びに社内規程等の社内規範に基づき、健全・透明・公正な事業活動を行うこととする。

　ｅ．グループ会社における法令等の違反及び不正行為、その他の企業倫理に違反する行為を防止もしくは、早期に発見して是正するために、内
部通報制度「ニッツウ・スピークアップ」を定める。

　ｆ． 監査役は、連結経営の視点並びに連結計算書類に関する職務遂行のため、グループ会社に対して監査職務を遂行する。

　ｇ．監査役は、当社とグループ会社等との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、グループ会社の監査役等と連携し、情報交
換を行い、効率的な監査を実施するよう努める。

　ｈ．内部監査部門は、グループ会社における業務の運営が、法令、定款等に基づき適正に行われているかについて、「監査規程」の定めるところ
に従い監査を行う。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項



　　・監査役の職務の補助に関する事項については、監査役の指示に従い、内部監査部門である監査部内の「監査役スタッフ」が行う。

（８）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　・「監査役スタッフ」の人事については、監査役会の意見を尊重することとする。

（９）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から
報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制並びに当該報告をした者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制　

・取締役及びグループ会社の取締役等は、以下の事項について、直接または管理業務を担当する当社の部署を通じて遅滞なく監査役に報告す
る。また、これらの報告をした者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないよう、法令等を遵守する。

　ａ．経営上の重要な事項、内部監査の実施状況

　ｂ．職務執行に関して重大な法令、定款違反もしくは不正行為の事実

　ｃ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

（１０）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　ａ．監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、執行役員会その他会社の重
要な会議に出席する。また、当該会議に出席しない場合には、監査役は、審議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧する。

　ｂ．監査役及び監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査
の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるよう努める。

　ｃ．監査役は、「監査役に回付すべき重要書類」の規程に基づき、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取
締役、執行役員または従業員に対し、その説明を求めるとともに意見を述べる。

　ｄ．監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の専門家を活用することができ、そ
の費用は会社が負担する。

　なお、内部統制システムの概要を含む体制については、「コーポレート・ガバナンス体制についての模式図」のとおりです。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、反社会的勢力や団体との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、社会的正義を
実践すべく、毅然とした態度で臨みます。

　反社会的勢力とのあらゆる関係を遮断する基本方針は、「日本通運グループ行動憲章」、「コンプライアンス規程」に明文化し、役員、従業員がそ
の基本方針を順守するよう教育体制を構築しています。

　また、社内に対応統括部署を設け、平素から、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、反社会的勢力を排除すべく、社内に向けて対応
方法等の周知を図っております。事案の発生時に備え、反社会的勢力への資金提供は絶対に行わないとの確固たる方針のもと、関係行政機関
や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は平成２９年５月９日の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、平成２９年６月２９日開催の定時株
主総会終結の時をもって、有効期間満了により廃止しております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社は、投資家に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本に、重要な事項、事実の発生等があった場合、取締役会規程等に基づき、取締
役会に付議・決議、又は報告を行うとともに、適時開示規則等に則り開示すべき事項については、代表取締役社長又は開示の責任者として定め
られた者が、決議後、迅速かつ適切に開示を行う体制を構築しています。

　なお、適時開示の社内体制の概要は、「会社情報の適時開示に係る社内体制の状況」のとおりです。



コーポレートガバナンス体制についての模式図 
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会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
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